
さいくう平安の杜（柳原区画広場）の利用について        平成 28年 2月 1日 

 

■開園時間 

 ９時３０分～１７時（入園は、１６時３０分まで） 

※ただし、11月～２月 ９時３０分～１６時（入園は、１５時３０分まで） 

 ※天候ほか都合により変更する場合があります。 

 

■休園日  

 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

年末年始（１２月２９日～翌１月３日） 

 ※天候ほか都合により変更する場合あります。（大雨、暴風警報発令時は休園） 

 

■入園料  無料 

 

■復元建物見学 

正 殿 外周からの見学 

西脇殿 室内立入可（土足禁止） 

東脇殿 土足のままで立入可 

 ※予約利用ほか、都合により立入りできない場合あります。 

 

■入園にあたっての注意事項 

・ 正殿、西脇殿室内での飲食はご遠慮ください。 

・  園内での飲酒は禁止です。 

・ 園内での火気は厳禁です。 

・ 園内は禁煙です。（喫煙は園外の所定の場所でお願いします。） 

・ ゴミはお持ち帰りください。 

・ 復元建物等への落書き、汚損行為は厳禁です。 

・ 園内へのペットの同伴はご遠慮ください。（ただし、補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）

については同伴可です。） 

・ 自転車、バイクでの入園はご遠慮ください。（車椅子、ベビーカーでの入園は可です。） 

・ ドローンなど無人飛行機（動力付無線機を含む）を園内外より操作し、無許可で公園

上空を飛行させることは禁止です。 

・ 他のお客さまのご迷惑となるような行為はおやめください。 

・ 来場者の不注意による事故については責任を負いかねます。  

・  故意又は過失により施設、設備、展示物等を汚損又は損傷したときは、損害を賠償し

ていただきます。 

・ その他、園内では管理員の指示に従ってください。 

 

 



■施設の利用手続き 

・施設を利用するときは、あらかじめ町長に施設利用許可申請書を提出し、許可を受けて

ください。 

・料金は前納制となっています。現金もしくは金融機関振込で、利用許可を受けた時点で

お支払いください。料金は別表のとおりです。 

・すでに納入された料金は返還しません。ただし、利用者の責めに帰さない事由により、

利用申込みを取り消した場合は、料金の全部又は一部を返還します。 

・故意又は過失により施設、設備、展示物等を汚損又は損傷したときは、損害を賠償して

いただきます。 

※料金表、施設利用許可申請書 

※西脇殿の冷暖房使用時は、半日 500円、１日 1,000円を加算します。 

※イベント等での電気使用時の電気料は別途請求します。 

 

■関係例規 

・いつきのみや歴史体験館条例、いつきのみや歴史体験館条例施行規則 

・「さいくう平安の杜」及び復元建物の使用規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


